
２－３ 多くの人が触る場所の消毒

参照：新型コロナウイルス感染症についてのQ＆A（一般の方向け）
４. 問３「新型コロナウイルス感染症予防のための手洗いや身の回り

のものの消毒・除菌はどのようにしたらよいですか。」
(２) 身の回りのものの消毒・除菌

手すり、ドアノブ、テーブル、椅子等、多くの人が触る場所は、

１日に１回は消毒します。厚生労働省は、新型コロナウイルス感染

症についてのQ&A（一般の方向け）の中で

「熱水、次亜塩素酸ナトリウム（いわゆる塩素系漂白剤）、アルコー

ル消毒液による消毒をおすすめします。」としています。

次亜塩素酸ナトリウムは、新型コロナ、インフルエンザ、ノロウイ

ルス等全ての微生物に対して有効ですが取り扱いには注意が必要です。

新型コロナ、インフルエンザの感染予防にはアルコールのほうが使い

やすいかもしれませんが、アルコールは冬季に増える傾向のノロウイルス感染症には効

果がありません。下痢や嘔吐物の消毒の場合は、次亜塩素酸ナトリウムの消毒に切り替

える必要があります。

消毒の意味を理解していないと、効果がない消毒液を使って消毒の手間をかけ、まさ

に「やったつもりになる」ことが起きてしまします。

職員の誰もが、いつでも、正しい方法が実践できるよう、今のやり方を振り返ってみ

てください。正しいときは自信をもって続けてください。見直しが必要な場合は、みん

なで話しあう機会です。

注意！
この項目は、一見「次亜塩素水」

の有効性が確認された、推奨します、
と読み間違えやすいので注意してく
ださい。「次亜塩素水」は「次亜塩
素酸ナトリウム」と名前が似ていて、
（新型コロナで消毒液が不足した際
に混乱が多くあったため、）調査し
たところその結果がコロナにも有効

性が確認できた、という説明です。
「有効性が確認された」だけを切り取
ると、厚生労働省が「次亜塩素水」を
推奨していると読み間違えてしまうの
で注意してください。全文を読むと
「次亜塩素水」は用途により、
濃度や使用方法が異なり複雑
なことがわかります。

！
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図１

引用：イラストみんなの感染対策マニュアル 日本赤十字豊田看護大学 2020年度
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消毒と掃除



１） 消毒液に関して、注意したいこと

 何を使っているかをわかっていること
 何をするために使っているのかわかっていること
 いつまで使えるのか表示を確認すること

「次亜塩素酸ナトリウム」と「次亜塩素酸水」は、名前は似ていますが、異なるも

のです。施設内で使っている消毒液の表示と用法をもう一度確認してください。

参照：新型コロナウイルス感染症についてのQ＆A（一般の方向け）
４. 問４「次亜塩素酸ナトリウムと次亜塩素酸水は異なるものですか。

両方とも新型コロナウイルス感染症対策に有効なのでしょ
うか。」

２） お掃除の代わりに消毒をしていませんか？

利用者にとって、事業所や施設は生活の場でもあるので、

日々の掃除で施設内を清潔に保つことは、快適な生活の場を

提供するために大事なことです。コロナ禍以前にも、日常の

掃除はしていたと思います。新型コロナウイルス対策では日

常の清掃に「よく触る場所を消毒する」ことが加わるだけです。

消毒と掃除は違います。例えば、食後のテーブルをどのように掃除し、どのように

消毒しますか？ まず、食べこぼしを水拭きしてから、消毒液に浸した布巾で拭きま

す。掃除したところを消毒します。消毒液を使っているから、掃除はしなくてもよい

わけではありません。

でも、掃除している場所をすべて消毒していると作業量が増えてしまい大変です。

床などの広い面積の消毒に時間をとられていませんか？もう一度、消毒は何のために

するのか？見直してみましょう。接触感染を防ぐためです。だから、消毒する場所は

手がよく触れる場所です。流行の状況に応じて、職員間で話し合い、メリハリのある

対策を行いましょう。
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３） 消毒液を噴霧していませんか？

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症についてのQ＆A（一般の方向け）４

－問５で消毒剤について

「人の目に入ったり、皮膚に付着したり、吸入されたりするおそれのある人状況で

の空間噴霧をおすすめしていません」としています。

噴霧することで、消毒液が目に入ったり、吸い込んだり、皮膚についたりする健

康被害のリスクを招くことになります。安易にスプレーボトルを利用すると、空中

に噴霧しやすくなり、利用者の前でも吹きかけて使ってしまうかもしれません。物

品の消毒の際は、スプレーボトルで吹きかけて拭くのではなく、ペーパータオル等

に浸み込ませてから拭き掃除しましょう。

厚生労働省は、新型コロナウイルスには「テーブル、ドアノブなどには、市販の

家庭用洗剤の主成分である『界面活性剤』も一部有効です」としています。新型コ

ロナウイルスは、構造上、界面活性剤で不活化されるためです。ただし、ノロウイ

ルスなど、他の病原体への効果は検証されていないので、注意してください。

図２

引用：介護現場における感染対策の手引き 第2版
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障害者福祉サービス事業所・施設の場合、利用者
の消毒液の誤飲防止のため、保管場所には十分配
慮をお願いします。また、アルコールは引火性が
あるため、火の近くに置かないことも重要です。

！

手袋の着用



【資料 ７】

P.32

新型コロナウイルスに有効な消毒方法



図 ３

引用：イラストみんなの感染対策マニュアル 日本赤十字豊田看護大学 2020年度

４） 使い捨て手袋の役割と考え方

手袋をつけることで安心して、手洗いの簡略、省略の手段となっていたりしていま

せんか？

「手袋は、医療従事者の手指を血液や体液など感染性物質による汚染から守り、ま

た医療従事者の手指から患者へ微生物の伝搬を防ぐ役割を果たします。」（＊引用①）

厚生労働省は、標準予防策及び感染経路別予防策に基づき、手袋等を含む個人防護

具の適切な使用を推奨しています。標準予防策は、CDC（米国疾病対策センター）が

提唱した病院向け感染予防のガイドラインです。日本の医療機関、福祉施設の感染予

防対策でも、この考え方を取り入れています。

福祉の分野でも、すでに取り入れられて実践されていますが、新型コロナの流行に

よって、スーパーマーケットやコンビニなどの一般の場面でも、使い捨て手袋を使用

している店員が多くなりました。しかし、本来の標準予防策の考え方を知らないまま、

「手袋」という目に見える対策を形式だけの導入は、感染を拡大させる危険がありま

す。本来、手袋による接触感染予防策の対象は「血液、体液、排泄物などの感染の可能

性があるもの」です。ウイルスは健康な皮膚からは体内に侵入できないので、実際、

医療現場では、
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障害福祉サービスの利用者は、ご自身で手指の衛生などの管理が困難だったり、免

疫力が弱かったり等の特性があります。利用者に触れる前には、職員自身の手が清潔

な状態か確認しましょう。病原体を運ぶのは

主に「手」を介してなので、手洗いなど

手指の衛生と同様、手袋の使い方や考え方

はとても重要です。感染症対策の基盤

でもありますので、もう一度職場全体

で見直しておきましょう。

「常に」手袋を装着することはしていません。必要な場面とそうでない場面を区別

しています。感染症対策は手指の衛生が基本です。このように医療現場では常識的

なことでも、一般の人が形式だけ取り入れてしまった結果、間違ったやり方が習慣

化してしまうことは心配です。手袋をしていることで安心して、手指の衛生を怠り、

汚染した手で次々と触ることで、ウイルスを拡散させるという危険を拡大させてし

まう危険があります。

「手袋は引き続き再使用するために、洗ったり、消毒したりすることは推奨されま

せん。微生物が手袋の表面から確実に除去されないからです。また洗浄、消毒後に

手袋の完全な状態が保証できません。」（＊引用①）

つまり、手袋をしたまま手を洗ったり、アルコール消毒したりしても手指の衛生

になりません。そのまま次の人や物に触れると、病原菌をばらまいてしまう危険が

あります。

さらに、 「一般的な事務作業や受付業務の場合には手袋の装着は推奨されません。

同一手袋を長時間装着することは、手袋内の菌増殖による外した際の汚染、接触性

皮膚炎が増加するリスクがあります。また、手袋を交換せず長時間装着し続けた場

合は、手指消毒が行えないことから、自分の目鼻口に触れることにより感染リスク

が、他者には間接的な接触感染による感染リスクがそれぞれ生じ得ます。」 （P33図

3参照)（＊引用①）

「共有のPC,タブレット、モニター等は不特定多数の医療従事者が触れる高頻度接

触表面であり、これらの共有物品に触れる前には、手袋を外して手指衛生を行って

ください。」（＊引用①）

＊引用①：医療従事者のための使い捨て非滅菌手袋の適正使用に関する手引き（初版）
令和3年4月 一般社団法人職業感染制御研究会
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P35 表１の「標準予防策、
接触予防策における手袋の使用と
交換のタイミング」で、「病室」を
事業所・施設、「患者」を利用者

に読み替えて確認して
みてください。



図４
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環境消毒

引用：障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル 厚生労働省障害保健福祉部

引用：障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル 厚生労働省障害保健福祉部



図５

引用：イラストみんなの感染対策マニュアル 日本赤十字豊田看護大学 2020年度より
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図６

引用：介護現場における感染対策の手引き 第2版 厚生労働省老健局 令和3年3月

掃除について


